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【資料5】 

（参考）社会福祉法より抜粋 

（市町村地域福祉計画） 

第１０７条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地

域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

 一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項 

 二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

 三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

 四 地域福祉活動への住民の参加促進に関する事項 

地域福祉計画と福祉分野別計画のさらなる連携を図ることを目的として、

「高齢者保健福祉専門分科会」「障害者福祉等専門分科会」「子ども・子育

て審議会」の各審議会の学識経験者を地域福祉専門分科会の委員として

参画させる方向で調整を行う。 

地域福祉専門分科会委員数 平成２９年度 １４人 

平成３０年度 １６人（＋２人追加※） 

※高齢者保健福祉専門分科会委員長の松澤委員が、既に地域福祉専門

分科会委員として参画しているため、２人の追加となる。 


